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中古車購入トラブル すぐキャンセルしたのに解約金！？  

 

【事例１】 

 インターネットの中古車販売業者のサイトに、ずっと欲しいと思っていた車両が掲載

されており店舗に出向いて実際に見た。購入を即決し、予約のために１万円を支払いロ

ーンの申込書を書いた。ローンの審査結果は後日知らされるとのことだった。帰宅後、

家族に購入を反対され、その日の内にキャンセルを申し出たが５万円の解約料を請求さ

れた。すぐにキャンセルしたのに支払わなくてはならないのか？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 中古車の購入で、すぐに解約（キャンセル）を申し込んだが、高額な解約料を請求され

たという相談が寄せられています。 

 自動車の購入契約では、クーリング・オフ制度の適用はありません。また、中古車に走

行不能な不具合（瑕疵）やメーター巻き戻しなど、取り消しができる場合を除き、原則契

約解除はできません。 

 契約成立前（申し込み段階）であれば解約料はかかりませんが、販売店が負担した実費

は請求される可能性があります。契約成立後（口頭でも合意があれば契約は成立）であれ

ば契約書や注文書に書かれた解約条件に従うことになります。ただし、条件として記載さ

れていても、通常生じる損害を超える解約料は無効と考えられています。請求の根拠がわ

からない高額な解約料については販売店へ明細の確認をしましょう。なお、解約条件の明

示がない場合は、解約に向けて話し合うことになります。 

  

【消費者へのアドバイス】 

① 自動車の購入契約は、契約や法律に定める解除可能な場合でなければ契約を解除する

ことができず、消費者側に負担が生じることがあります。 

② 慌てて契約せず、注文書や契約書の約款を熟読し、契約の成立時期、解約の要件、解

約料、保証制度などを必ず確認しましょう。 

③ 中古車は新車と異なり品質にばらつきがあります。できるだけ試乗したり、ドアや窓

の開閉を試したりしましょう。 

④ 車両本体の支払いだけでなく、登録費用や維持費など本体以外に発生する先々の費用

についても十分検討しましょう。 

⑤ 困ったら、お住いの自治体の消費生活相談窓口に相談しましょう。 

局番なしの１８８（いやや）番で、お近くの公的な相談窓口につながります。 


